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【議題（１）】高齢者虐待の防止対策に関すること 

１ 高齢者の虐待対応状況 

 

 

相談・通報

１　相談通報件数

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和５年度

令和６年度

２　相談・通報者（虐待と判断されなかった、相談・通報も含む）

介護支援
専門員

介護保険
事業所職員

医療機関
従事者

近隣住民・
知人

民生委員
被虐待者
本人

家族・親族 虐待者自身 行政職員 警察
その他

（匿名含む）

令和５年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 5人 2人 0人

令和６年度 2人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 1人 1人

令和７年度 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人

令和５年度 656人 156人 122人 67人 25人 192人 199人 50人 90人 606人 178人

令和６年度 673人 125人 130人 52人 18人 151人 216人 40人 82人 697人 227人

虐待の内容

１　虐待の種別（複数回答）

身体的虐待 介護等放棄 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

令和５年度 0件 0件 1件 0件 0件

令和６年度 2件 0件 0件 0件 0件

令和７年度 1件 0件 0件 0件 1件

令和５年度 715件 170件 340件 6件 188件

令和６年度 729件 182件 322件 6件 188件

相談・通報件数のうち
虐待と判断した事例

相談・通報件数

7件 1件

6件 2件

1,089件2,269件

2,210件 1,037件

豊山町

5件 2件

豊山町

愛知県

愛知県

愛知県

豊山町

愛知県全体では、

・相談・通報件数（総数）：前年度調査から約２．４％の増加（2,210件→2,269件）

・虐待判断件数：前年度調査から約４．７％の増加（1,037件→1,089件）

・虐待判断件数を県内市町村別にみると、20市町で計93件減少、27市町で計145件増加し、
全体で52件の増加

★虐待の発生要因

虐待者側の要因

「介護疲れ・介護ストレス」、「虐待者の介護力の低下や不足」、「知識や情報

の不足」、「理解力の不足や低下」、「被虐待者との人間関係」など。
豊山町では、「介護疲れ・介護ストレス」、「虐待者の介護力の低下や不足」が

発生要因であった。

被虐待者側の要因

「認知症の症状」、「身体的自立度の低さ」、「障害・疾病」など。

豊山町では、「認知症の症状」、「身体的自立度の低さ」が発生要因であった。
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被虐待者・虐待者の状況

１　被虐待高齢者の性別

男性 女性

令和５年度 0人 1人

令和６年度 0人 2人

令和７年度 1人 1人

令和５年度 283人 769人

令和６年度 274人 827人

２　被虐待高齢者の年齢

65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 不明

令和５年度 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 2人 0人 2人 0人

令和７年度 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人

令和５年度 78人 147人 195人 287人 219人 126人 0人

令和６年度 73人 127人 234人 270人 239人 155人 3人

３　被虐待高齢者の要介護度

自立 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

令和５年度 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 1人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人

令和７年度 0人 0人 1人 0人 0人 3人 0人 0人

令和５年度 332人 52人 82人 155人 148人 144人 89人 48人

令和６年度 349人 56人 79人 195人 178人 122人 80人 41人

※自立には、申請中・事業対象者・未申請を含む

４　家族形態

単独世帯
夫婦のみ
世帯

未婚の子と
同居

子夫婦と
同居

その他 不明

令和５年度 0人 0人 1人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 2人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 1人 0人 1人 0人 0人

令和５年度 84人 252人 327人 116人 132人 5人

令和６年度 93人 299人 336人 105人 161人 4人

配偶者と離別・死別等
した子と同居

0人

0人

103人

136人

0人

愛知県

愛知県

愛知県

豊山町

豊山町

豊山町

豊山町

愛知県

令和６年度は、２事例ともに、妻の認知症

への対応への疲れや負担を感じ、思わず

手を挙げてしまった事例であった。

いずれの事例も、ケアマネジャー等と連携
し、介護保険サービスを調整するなどして、

見守りを継続。サービス利用により、状況

が改善されたため、終結とした。
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５　被虐待者から見た虐待者の続柄

夫 妻 息子 娘
息子の配偶
者（嫁）

娘の配偶者
（婿）

兄弟姉妹 孫 その他

令和５年度 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 2人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人

令和５年度 239人 99人 418人 224人 23人 7人 17人 33人 52人

令和６年度 298人 113人 425人 190人 23人 17人 21人 26人 42人

６　虐待者の年齢

40歳未満 40-49歳 50-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 不明

令和５年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 2人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 1人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和５年度 77人 134人 294人 97人 67人 83人 90人 97人 49人 15人 109人

令和６年度 75人 131人 262人 107人 65人 79人 102人 133人 84人 19人 98人

虐待事例への対応状況

１　対応状況（複数回答）

助言・指導 見守り その他

令和５年度 0件 1件 0件

令和６年度 1件 1件 0件

令和７年度 1件 1件 0件

令和５年度 505件 345件 169件

令和６年度 568件 286件 184件

介護保険サービス等の
見直し・利用

虐待者からの分離

0件

0件

255件

0件

0件

383件

281件 378件

0件 1件

豊山町

豊山町

愛知県

愛知県

愛知県

豊山町

分離を行った場合の対応内容（最初に行った対応）

・契約による介護保険サービスの利用

・医療機関への一時入院

・緊急一時保護
・老人福祉法に基づくやむを得ない事由等による措置

など
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２ 高齢者虐待対応事例 
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【議題（２）】障害者虐待の防止対策に関すること 

１ 障害者の虐待対応状況 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

相談・通報

１　相談通報件数

令和５年度

令和６年度

令和７年度

令和５年度

令和６年度

２　相談・通報者（虐待と判断されなかった、相談・通報も含む）

相談支援
専門員

施設従事者
被虐待者
本人

家族・親族 行政職員 警察
その他

（匿名含む）

令和５年度 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人 1人 2人

令和７年度 1人 0人 0人 0人 0人 5人 3人

令和５年度 49人 135人 49人 40人 51人 2人 202人

令和６年度 61人 162人 50人 38人 62人 6人 186人

虐待の内容

１　虐待の種別（複数回答）

身体的虐待 放棄・放任 心理的虐待 性的虐待 経済的虐待

令和５年度 1件 0件 0件 0件 0件

令和６年度 0件 0件 0件 0件 0件

令和７年度 1件 0件 0件 0件 0件

令和５年度 198件 27件 111件 10件 62件

令和６年度 250件 29件 113件 17件 56件

豊山町

愛知県

豊山町

愛知県

豊山町

愛知県

9件 1件

相談・通報件数のうち
虐待と判断した事例

相談・通報件数

1件 1件

3件 0件

385件1,357件

1,272件 341件

愛知県全体では、

・相談・通報件数（総数）：前年度調査から約６．７％の増加（1,272件→1,357件）

・虐待判断件数：前年度調査から約１２．９％の増加（341件→385件）

・虐待判断件数の内訳は、養護者による障害者虐待が243件と最も多く全体の６割を占め、次いで障害
者福祉施設従事者等による障害者虐待120件、使用者による障害者虐待22件となっている。

★虐待の発生要因

①養護者による虐待

虐待者側の要因

「虐待者が虐待と認識していない」の割合が最も高く、他に「虐待者の知識や情報の

不足」、「虐待者の介護疲れ」などがある。

被虐待者側の要因

「被虐待者の介護度や支援度の高さ」、「被虐待者の行動障害」など。

家庭環境の要因

「家庭における被虐待者と虐待者の虐待者の虐待発生までの人間関係」、「経済的

問題」など。

②障害者福祉施設従事者等による虐待

「教育・知識・介護技術等に関する問題」「倫理観や理念の欠如」など。
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被虐待者・虐待者の状況

１　被虐待障害者の性別

男性 女性

令和５年度 1人 0人

令和６年度 0人 0人

令和７年度 1人 0人

※県は集計なし

２　被虐待障害者の年齢

～19歳 20-29歳 30-39歳 40-49歳 50-59歳 60-64歳 65歳以上

令和５年度 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人

令和５年度 11人 48人 35人 41人 50人 19人 1人

令和６年度 14人 54人 52人 40人 56人 20人 7人

３　被虐待障害者の障害種別

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 その他

令和５年度 1人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 1人 0人 0人

令和５年度 215人 692人 308人 24人 17人

令和６年度 73人 245人 186人 21人 5人

４　被虐待者から見た虐待者の続柄

父 母 夫 妻 息子 娘 兄弟姉妹 その他

令和５年度 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人

令和５年度 56人 55人 36人 8人 4人 3人 29人 24人

令和６年度 50人 62人 50人 9人 12人 6人 38人 34人

豊山町

愛知県

豊山町

愛知県

豊山町

愛知県

豊山町
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５　虐待者の年齢

40歳未満 40-49歳 50-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳 85-89歳 90歳以上 不明

令和５年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 1人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 0人

※県は集計なし

虐待事例への対応状況

１　対応状況

助言・指導 見守り その他

令和５年度 0人 0人 0人

令和６年度 0人 0人 0人

令和７年度 0人 0人 0人

令和５年度 86人 83人 25人

令和６年度 122人 82人 30人57人 24人

豊山町

愛知県

障害福祉サービス等の
見直し・利用

虐待者からの分離

1人

0人

62人

0人

0人

16人

1人 0人

豊山町

分離を行った場合の対応内容（最初に行った対応）

・契約による障害福祉サービスの利用

・医療機関への一時入院

・緊急一時保護 など
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２ 障害者虐待対応事例 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

被虐待者

性別 年齢 虐待内容

障害支援区分

虐待者

性別 年齢

虐待者の状況

相談・通報内容

相談・通報者

相談・通報内容

支援経過

今後の対応

対応のふりかえり

被虐待者との関係

サービス利用状況

家族の状況 個人情報保護の観点から非公表

としています。
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豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会委員名簿 

 

区分 役職 氏名 

３条１号委員 弁護士 
後藤・水野法律事務所 

弁護士 
水野 明美 

３条２号委員 警察機関 
愛知県西枇杷島警察署 

生活安全課課長 
髙松 宏文 

３条３号委員 保健医療関係団体 
愛知県清須保健所 

主査 
長谷 麻衣子 

３条４号委員 高齢者福祉関係団体 
豊山町ケアマネ会 

会長 
中西 ひとみ 

３条５号委員 障害者福祉関係団体 
尾張中部福祉の杜 

施設長 
古田 学 

３条６号委員 民生委員・児童委員 豊山町民生委員協議会 小出 真由美 

３条７号委員 権利擁護関係団体 豊山町成年後見センター 松﨑 幸子 

３条８号委員 社会福祉協議会 豊山町社会福祉協議会 西川 やよい 

 

＜任  期＞ 令和７年１０月１日～令和９年９月３０日 

＜設置根拠＞ 豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱第３条第２項 
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豊山町高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会設置要綱 
令和３年７月３０日 

告示第４４号 

（設置） 

第１条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第１２４号）

及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第７９号）並

びに障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）の規定に基づき、

保健、医療、福祉等の関係機関が、高齢者虐待及び障害者虐待の早期発見、早期対応及び発生防止の

体制づくり並びに障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、豊山町

高齢者・障害者虐待防止ネットワーク協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 高齢者虐待及び障害者虐待の防止対策に関すること。 

（２） 高齢者虐待及び障害者虐待の防止に関わる機関及び団体とのネットワーク構築に関すること。 

（３） 高齢者虐待及び障害者虐待の防止に係る啓発及び研修に関すること。 

（４） 障害を理由とする差別を解消するための取組に関すること。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 弁護士 

（２） 警察機関の代表者 

（３） 保健医療関係団体の代表者 

（４） 高齢者福祉関係団体の代表者 

（５） 障害者福祉関係団体の代表者 

（６） 民生委員・児童委員協議会の代表者 

（７） 権利擁護関係団体の代表者 

（８） 社会福祉法人豊山町社会福祉協議会の代表者 

（９） 前各号に掲げる者のほか、町長が適当と認めるもの 

３ 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長） 

第４条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代

理する。 

（会議） 

第５条 協議会の会議は、会長が招集する。 

（意見の聴取） 

第６条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めるこ

とができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員その他協議会に出席した者は、職務に関して知り得た内容を他に漏らしてはならない。そ

の職を退いた後も同様とする。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は、生活福祉部保険課において処理する。 

（委任） 

第９条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和３年８月１日から施行する。 

 


